
現在、厚生労働省では、200床以上の病院において 他の保険医療機関等からの紹介なしに初診で受診した患者
様の場合、初診料以外に、各病院で定めた金額を頂く制度を定めております。
そのため当センターでは、初診時の患者様で、他の保険医療機関からの「紹介状 ( 診療情報提供書 )」をお持ち
でない方が直接来院された場合、初診料とは別に「選定療養費」といたしまして 7,700 円 ( 税込 ) を頂いて
おります。当センターでも病診連携を推進するべく取り組んでおりますので、受診する際にはかかりつけ医
からの紹介状をお持ちいただくようお願い致します。


